
20．要介護認定の適正な運営について   

（1）要介護認定における地域差の現状  

○ 要介護認定率（要介護認定者／高齢者人口）については、地域の高齢化率や   

介護サービスの事業量等の影響を受けるものであり、地域間の比較については   

慎重に評価する必要があるが、軽重度変更率（注）については、基本的には全国   

でほぼ同様の結果になることが期待される項目であり、下記の地域差の状況を   

踏まえると、地域差の是正を図っていく必要があるものと考えられる。  

（資料1～3参照）  

（注）軽重度変更率   

◆ 訪問調査の結果等に基づく一次判定（コンピューター判定）の結果と二次判定（介  

護認定審査会における審査判定）の結果を比較したときに、軽度又は重度に要介護  

状態等区分を変更した割合。  

〈軽重度変更率の地域差〉  

◆重度変更率全国平均 201％  

最大値：310％（宮城県） 最小値：88％（奈良県） 差：2a2％  

◆軽度変更率全国平均 74％  

最大値：172％（鳥取県） 最小値：a3％（福井県） 差：1a9％  

平成19年1月時点報告集計（平成18年4月～平成19年1月までの累積件数）  

（2）認定調査及び審査判定の適正化  

○ 介護保険制度における要介護認定については、認定調査員による訪問調査の   
結果等をもとに、各市町村において設けられている介護認定審査会において審   
査判定がなされているところであり、認定調査及び介護認定審査会の審査判定   

について、適正化及び平準化を図ることができれば、地域差の是正にもつなが   

るものと考えている。   

○ このため、平成19年度予算（案）においては、   

① 各市町村の認定調査における中核的な役割を担い、職場内において他の認  
定調査員に対する適切な指導等を行う「調査指導員」を養成するとともに（調  

査指導員養成研修事業）   

② 各市町村からの派遣要請に基づき、適正な審査判定を徹底するため、要介   
護認定に精通した者を介護認定審査会に派遣し、技術的助言を行う事業の実  

施（要介護認定適正化事業）   

等に必要な予算を計上したところであり、具体的な実施方法等については、今   
後確定していくこととしているが、円滑な施行が可能となるよう逐次状況をお   

示ししていく予定である。  
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○ また、厚生労働省においては、各都道府県及び市町村において、要介護認定   

の適正化及び平準化に係る取組を行う際に活用していただくことを目的とした   

マニュアルや審査判定事例集等といった参考指標等の作成も行っているところ   

であり、引き続き、要介護認定等の適正化及び円滑化に資する仕組みを検討し   

ていくこととしている。   

○ なお、各都道府県及び市町村においても、   

① 認定支援ネットワークの報告集計等を活用することにより、管内市町村及  

び合議体ごとの軽重度変更率等の格差に係る実態を把握し、その要図分析に  

基づく対策を講じるとともに   

② 認定調査員や介護認定審査会委員等を対象とし、要介護認定に係る必要な  
知識・技能の習得等を目的とした「認定調査員等研修事業」の充実   

等を行うことにより、一層の要介護認定等の適正化及び平準化係る取組を実施   

していただきたい。  

（3）特定高齢者の把握担当部局との連携  

○ 要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進する観点から、平成18   

年4月より地域支援事業において介護予防事業が実施されているところである   

が、特定高齢者の決定者数、候補者数については低調であり、その要因の一つ   

として、要介護認定の担当部局と特定高齢者の把握担当部局の連携不足を指摘   

する意見がある。   

○ すなわち、本来、介護予防特定高齢者施策で対応すべき高齢者について、   

① 市町村から当該高齢者に対し、介護予防特定高齢者施策等について十分な  

情報提供がされておらず、要支援認定の申請がされる一方   

② 各市町村から介護認定審査会に対し、介護予防特定高齢者施策等について  

十分な情報提供がなされていないため、何らかのサービス提供を行う必要が  

あるとの観点等から、当該高齢者が要支援者として認定されている場合が相  

当あるのではないか   

という指摘があるところである。   

○ なお、要介護・要支援認定における重度変更率についても、一次判定で「非   

該当」となった者において、介護認定審査会における二次判定で重度変更され   

た件数が約7割となっており、他の要介護状態等区分と比べ大きくなっている   

という現状も見受けられている。  
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（参考）要プ↑護状態等区分別の軽重度変更率   

要∩護認定における重度変更率を見ると、一次判定で「非該当」と判定された者の重度変  
更率は約7割となっており、他の要介護状態区分等の2～3割と比べて大きくなっている。  

」    、．∨′▼一＿【【＿．＿＿】】＿一′¶＿」州＿ 】 ヤ一一′，．】＿＿】Ⅳ¶＿＿  

（単位：件）  

軽度変更率   一次判定と同じ区分   重度変更率  「m－、癌  
要支援1  

十‾‾～【M   

と要∩護1相当   
8．2％   77．0％   14．8％   

要∩護2  

要∩護3  」  7．4％      73．5％   19．1％   6．3％    74．0％   19．7％  
J】13・3％ 1 69．7％  17．0％  

F ⊥＿ 2．9％  87．1％  

一
次
判
定
 
 

平成19年1月時点報告集計（平成18年4月～平成19年1月までの累積件数）  

※詳細については（資料4）参照  

○ 各市町村における要介護認定の担当部局におかれては、特定高齢者の把握担   
当部局と連携を図りつつ、   

① 要支援認定が非該当の看であっても、必要な場合には特定高齢者として適  
切なサービスが受けられることを介護認定審査会に対し説明し、引き続き適  

正な認定審査を行っていただくとともに   

② 要支援認定の申請者には、特定高齢者施策の説明をするとともに、基本チ  

ェックリストの実施を促す   

等、介護予防事業の周知に努めていただきたい。  
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（資料1）  

都道府県の軽重虚空更率   
一非該当から葉介韻5の桧葉計一  

平成19年1月時点報告集計（平成18年4月～平成19年1月までの累積件数）  

全国平均   

北海道   

青森県   

岩手県   

宮城県   

秋田県   

山形県   

福島県   

茨城県   

栃木県   

群馬県   

埼玉県   

千葉県   

東京都  

神奈川県   

新潟県   

富山県   

石川県   

福井県   

山梨県   

長野県   

岐阜県   

静岡県   

愛知県   

三重県   

滋賀県   

東都府   

大阪府   

兵庫県   

奈良県  

和歌山県   

鳥取県   

島根県   

岡山県   

広島県   

山口県   

徳島県   

香川県   

愛媛県   

高知県   

福岡県   

佐賀県   

長崎県   

熊本県   

大分県   

宮崎県  

鹿児島県   

沖縄県  

■重度変更□変更なし田軽度変更  
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（資料2仙1）   

軽重虚空更率の地域差（重度変更率順）  
叫非該当から葉介議5の総集計一  

平成19年1月時点報告集計（平成18年4月～平成19年1月までの累積件数）   

軽度変更  重度変更   

宮城県   3．5  31．0   

神奈川県   73  258   

栃木県   64  25．5   

埼玉県   7．7  25．2   

岐阜県   8．7  25．1   

富山県   7．2  22．7   

山口県   22．7   

北海道   8．8  22．4   

愛媛県   10．9  22．2   

滋賀県   5．1   22．1   

岩手県   6．2   21．9   

福島県   7．0  21．9   

東京都   4．8   21．8   

熊本県   5．4  217   

静岡県   46  21，5   

長野県   4，7   21，5   

三重県   6．8  213   

茨城県   8．4  21．2   

和歌山県   13、3  20．7   

石川県   5．9  20．6   

群馬県   6．8  20．5   

干葉県   53  204   

兵庫県   9．9  202   

宮崎県   13．1   201   

全国平均   7．4  201   

秋田県   6．2   19．9   

島根県   7．7   19．7   

佐賀県   8．4   19〉6   

福岡県   77   19．4   

新潟県   7．9   19′2   

山形県   7，0   18－5   

高知県   84   18．5   

沖縄県   6．0   1臥2   

山梨県   6．3   18．1   

広島県   14、1   177   

長崎県   12．9   17．7   

鹿児島県   9，8   16．9   

愛知県   6．5   16．8   

岡山県   6．6   16．7   

青森県   13．1   16．3   

大分県   7．Z   16．2   

大阪府   4．9   143   

鳥取県   17，2   143   

香川県   7．7   13．9   

京都府   5．9   13．9   

福井県   3．3   12．3   

徳島県   9．6   11．7   

奈良県   6．6   88  

宮賊県  

神奈川県   

栃木県   

埼玉県   

岐阜県   

富山県   

山［】県   

北海道   

愛媛県   

滋賀県   
岩手県   

福島県   

東京都   

熊本県   

静岡県   

長野県   

三重県   

茨城県  

和歌山県   

石川県   

群馬県   

干葉県   

兵庫県   

宮崎県  

全国平均   

秋EI県   

島根県   

佐賀県   

福岡県   

新潟県   

山形県   

高知県   

沖縄県   

山梨県   

広島県   

長崎県  

鹿児島県   

愛知県   

岡山県   

青森県   

大分県   

大阪府   

鳥取県   

香川県   

京都府   

福井県   

徳島県   

奈良県  
＋∵             十十十十十 十十十＋＋ ★＋＋∵十 十十↓  

口 車重度変更 届  重度変更  
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（資料2－2）   

軽重虐変更率の地域差（軽度変更率順）  
－非該当から要介護5の総集計一  

平成19年1月時点報告集計（平成18年4月～平成19年1月までの累積件数）  

軽度変更  重度変更   

鳥取県   17．2   14．3   

広島県   14．1   17．7   

和歌山県   13．3  20．7   

青森県   13．1   16．3   

宮崎県   13．1   20．1   

長崎県   12．9   17．7   

愛媛県   10．9   22．2   

兵庫県   9．9  20．2   

鹿児島県   9．8   16．9   

徳島県   9．6   11．7   

北海道   8．8  22．4   

岐阜県   8．7  25．1   

高知県   8．4   1臥5   

茨城県   8．4  21．2   

佐賀県   8．4   19．6   

山口県   7．9  22．7   

新潟県   7．9   19．2   

埼玉県   7．7  25．2   

島根県   7．7   19．7   

香川県   7．7   13．9   

福岡県   7．7   19．4   

全国平均   7．4  20．1   

神奈川県   7．3  25．8   

大分県   7．2   16．2   

富山県   7．2  22．7   

福島県   7，0  21．9   

山形県   7．0   18．5   

三重県   6．8  21．3   

群馬県   6．8  20．5   

岡山県   6．6   16，7   

奈良県   6．6   8．8   

愛知県   6，5   16．8   

栃木県   6．4  25．5   

山梨県   6．3   18．1   

秋田県   6．2   19．9   

岩手県   6．2  21．9   

沖縄県   6．0   18．2   

京都府   5．9   13．9   

石川県   5．9  20．6   

熊本県   5．4  21，7   

千葉県   5．3   20．4   

滋賀県   5．1   22．1   

大阪府＝   4．9   14．3   

乗京都   4．8  21．8   

長野県   4．7   21．5   

静岡県   4．6  21．5   

宮城県   3．5  31．0   

福井県   3，3   12．3  
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宮崎県   

長崎県   

愛媛県   

兵庫県  

鹿児島県   

徳島県   

北海道   

岐阜県   

高知県   

茨城県   

佐賀県   

山口県   

新潟県   

埼玉県   

島根県   

香川県   

福間県  

全国平均  

神奈川県   

大分県   

富山県   

福島県   

山形県   

三重県   

群馬県   

岡山県   

奈良県   

愛知県   

栃木県   

山梨県   

秋田県   

岩手県   

沖縄県   

京都府   

石川県   

熊本県   

千葉県   
滋賀県   

大阪府   

東京都   

長野県   

静岡県   

宮城県   

福井県  

更
 
 

変
 
 

度
 
 

重
 
 

圏
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（資料3－1）  

葉介韻状態等区分別の軽重虚空更率（一次判定が「非該当」のケース）  

平成19年1月時点報告集計（平成18年4月～平成19年1月までの累積件数）  

重度変更  変更なし   

全国平均   71．9  28．1   

北海道   77．8  22．2   

青森県   74．8  25．2   

岩手県   84．3   15．7   

宮城県   85，4   14．6   

秋田県   78．5  21．5   

山形県   80．0  20．0   

福島県   77．3  22．7   

茨城県   79．2  20．8   

栃木県   72．7  27．3   

群馬県   79．8  20．2   

埼玉県   81．6   1臥4   

千葉県   73，3  26．7   

東京都   66．8   33．2   

神奈川県   76．4  23．6   

新潟県   76．4   23．6   

富山県   79．9  20．1   

石川県   78．3  21．7   

福井県   70，9   29．l   

山梨県   75．3  24．7   

長野県   83．5   16．5   

岐阜県   86．2   13，8   

静岡県   80．0  20．0   

愛知県   70．0  30．0   

三重県   78．4  21．6   

滋賀県   75．8   24．2   

京都府   63．4  36．6   

大阪府   59．1   40．9   

兵庫県   69．2  30．8   

奈良県   44．0  56．0   

和歌山県   67．5  32．5   

鳥取県   71．1   28．9   

島根県   78．4  21．6   

岡山県   72，3  27．7   

広島県   72．2  27．8   

山口県   79．0  21．0   

徳島県   52．9  47．1   

香川県   66．4  33．6   

愛媛県   80，6   19．4   

高知県   76．8   23．2   

福岡県   67．0  33．0   

佐賀県   66．1   33．9   

長崎県   71．7  28．3   

熊本県   70，8  29．2   

大分県   62．9   37．1   

宮崎県   79．7  20．3   

鹿児島県   73J9  26．1   

沖縄県   78．7  21．3  

全国平均   

北海道   

青森県   

岩手県   

宮城県   

秋田県   

山形県   

福島県   

茨城県   

栃木県   

群馬県   

埼玉県   

千葉県   

東京都  

神奈川最   

新潟県   

富山県   

石川県   

福井県   

山梨県   

長野県   

岐阜県   

静岡県   

愛知県   

三重県   

滋賀県   

京都府   

大阪府   

兵庫県   

奈良県  

和歌山県   

鳥取県   

島根県   

岡山県   

広島県   

山口県   

徳島県   

香川県   

愛媛県   

高知県   

福岡県   

佐賀県   

長崎県   

熊本県   

大分県   

宮崎県  

鹿児島県   

沖縄県  
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（資料3－2）  

要介護状儲等区分別の軽重虚空更率（一次判定が「要支援1」のケース）  
平成19年1月時点報告集計（平成18年4月～平成19年1月までの累積件数）  

重度変更  変更なし  軽度変更   

全国平均  34．5   64．4   1．1   

北海道  39．2  60．0   0．8   

青森県  28．0  70．2   1．7   

岩手県  40．4   58．8   0．8   

宮城県  50．1   49．6   0．3   

秋田県  35．9   63，6   0．5   

山形県  38．4  61．2   0．4   

福島県  44．0   54．9   1．2   

茨城県  46．1   53．3   0．6   

栃木県  44．0  54．0   1．9   

群馬県  42．2   57．4   0．4   

埼玉県  44．6   54．8   0．6   

千葉県  35．9   63．3   0．7   

東京都  33．7   65．6   0．7   

神奈川県  45．2   53．8   1．0   

新潟県  38．1   61．1   0．7   

富山県  47，3   51．8   1．0   

石川県  39，7   59，2   1．1   

福井県  30．5   69．1   0．5   

山梨県  43．0  56．1   0．9   

長野県  39．7   60．1   0．2   

岐阜県  41．5  57．7   0．8   

静岡県  43．9   55．7   0．3   

愛知県  34．5   64．7   0．8   

三重県  40，3  58．8   0．8   

滋賀県  47．1   52．1   0．8   

京都府  27．8   71．3   0．9   

大阪府  20．8  78．4   0．9   

兵庫県  30．8   6了．2   2．1   

奈良県   14．8   83．9   1．4   

和歌山県  35．7   61．8   2．4   

鳥取県  27．3  70．1   2．6   

島根県  34．3   64．8   0．9   

岡山県  30．0  68．6   1．4   

広島県  30．4  67．7   1．9   

山口県  38．1   60．8   1．0   

徳島県   19．1   77．8   3．1   

香川県  27．2   71．8   1．0   

愛媛県  40．8   57．8   1．3   

高知県  26．5   72．3   1．2   

福岡県  29．9  687   1．4   

佐賀県  30，6   68．7   0．7   

長崎県  29．2   68．6   2．2   

熊本県  35．5   63．8   0．7   

大分県  22．3  76．2   1．5   

宮崎県  34．7   63．2   2．1   

鹿児島県  22．6   76．1   1．2   

沖縄県  34．8   64．6   0．6  
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（資料4）  
要介護状態等区分別の軽重度変更率  

（単位：件）  
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21．要介護認定実態調査等の実施について  

要介護認定実態調査事業   （1）  

平成18年4月の介護保険制度改正において、要介護認定についても、「新  

たな予防給付」の創設や要介護認定事務の一部見直しが行われたところである  

が、当該改正等を踏まえ、各市町村における要介護認定の実施体制及び実施状  

況を調査及び分析することにより、今後の制度改正等に係る基礎資料を得るこ  

とを目的とした要介護認定事務等に係る実態調査を実施するところである。  

○ なお、本事業の実施については、調査対象を全市町村（特別区、一部事務組   

合及び広域連合を含む）とし、近日中に厚生労働省老健局老人保健課長通知「平   

成、18年度要介護認定実態調査事業について（依頼）」を発出する予定してい   

るが、各都道府県におかれては、その円滑な実施に向けて管下の市町村に対す   

る技術的助言等よろしくご配慮願いたい。  

高齢者介護実態調査事業   

介護保険制度における要介護認定基準については、「介護にかかる手間」を  

最も客観的な指標としてとらえ、公平■公正かつ客観的に判定できるよう、全  

国一一律に設定されているものであるが、現行制度において使用している一次判  

定ロジックについては、平成13年の高齢者介護実態調査の結果に基づき構築  

されたものである。  

○ 前回調査（平成13年）から5年以上が経過し、サービスの質やサービスの   

あり方に関する考え方の変化等を介護保険制度の給付の前提となる要介護認定   

における一次判定ロジックに反映させることが、給付費の増加がみられる現状   

におし＼ても、制度の信頬性を高めつつ、その持続可能性を担保するためにも必   

要である。   

○ このため、要介護認定調査検討会での検討を踏まえた調査票等により、現行   

の要介護認定の導入・改定の際に行った高齢者介護実態調査よりも調査項目を   

拡げて心身の状況や介護の手間の状況等を調査し、新たな要介護認定手法の検   

討に資することを目的とした調査を実施しているところである。   

○ また、高齢者介護実態調査の分析結果に基づき、要介護認定調査検討会の検   

討内容等を踏まえ、最新の知見に基づく新たな一次判定ロジック（案）を構築   

する予定であるが、当該一次判定ロジック（案）に基づく一連の要介護認定業   

務‥を試行的に実施し、その信頼性及び実効性を検証すべく、平成19年度の後   

半を目途に「要介護認定モデル事業」を実施する予定としている。  
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（参考）平成19年度要介護認定モデル事業（案）  

実施主体：都道府県及び市町村（特別区、一部事務組合及び広土或連合を含む）   

予算額（案）：介護保険事業費補助金 345，206千円（補助率10／10）  

○ なお、要介護認定モデル事業の実施市町村については、各都道府県から3市   

町村程度の推薦をもとに、合計約140市町村にて実施する予定であり、各都   

道府県の推薦依頼及び介護保険事業費補助金の実施要綱等を含めた詳細につい   

ては、円滑な施行が可能となるよう逐次状況をお示ししていく予定であり、各   

都道府県におかれては、実施市町村の推薦等、円滑な実施に資するための協力   

をよろしくお願いする。  

（参考）想定される要∩護認定に係る施行準備スケジュール（案）  

平成18年度：・「高齢者介護実態調査」（1分間タイムスタディ調査）の実施。【実施中】  

1  

平成19年度：・調査結果を集計・分析することにより、新たな一次判定ロジック（案）を構築  

・「要介護認定モデル事業（第一次）」の実施（約140市町村対象）  

1   

平成20年度：・前年度事業の結果を踏まえ、一次判定ロジック（案）の修正検討  

（予定）  ・「要介護認定モデル事業（第二次）」の実施（全市町村対象）  
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22．老人保健事業等について  

リ⊥老人保健事業の今後の方向について   

老人保健法に基づく医療等以外の保健事業（以下「老人保健事業」という。）につい  

ては、先般の医療制度改革において「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する  

法律（以下「高齢者医療法」という。）」に改正したことに伴い、生活習慣病予防の観  

点からの取組については、  

① 老人保健事業として実施してきた基本健康診査等について、平成20年度から、   

ア 40歳から74歳までの者については、高齢者医療法に基づく特定健康診査及   

び特定保健指導として、医療保険者にその実施を義務づけることとしており、ま  

た、   

イ 75歳以上の者については、後期高齢者医療広域連合に努力義務が課されてい  

る保健事業の一環として、健康診査を実施する方向で検討が進められている。  

② また、これまで老人保健事業として実施してきた歯周疾患検診、骨粗餐症検診等   

については、平成20年度から健康増進法に基づく事業として、市区町村が引き続   

き実施することとされたところである。   

また、老人保健事業のうち、介護予防の観点からの取組については、介護予防を中  

心とする高齢者に対するサービスを強化するため、一昨年の介護保険法の改正におい  

で地域支援事業を創設し、平成18年4月から介護予防事業の実施を市区町村に義務  

付け、この事業の中で実施しているところである。   

さらに、現在、老人保健事業における基本健康診査の一環として実施している生活  

機能評価については、平成20年度からは地域支援事業における介護予防事業におい  

て実施することとしているところである。   

なお、生活機能評価の実施に当たっては、市区町村においては、受診者の負担を軽  

減するため、医療保険者が実施する特定健康診査等と共同で実施することが望ましい  

との有識者からの御意見をいただいているところであり、現在、実施方法等について  

省内で検討しているところである。   

老人保健事業については、昭和57年度の制度創設以来、市町村での地域保健活動  

の拡大・推進や保健関係職種の役割の定着・技術の向上に寄与するとともに、高齢者  

に対するサービス提供の先駆的な取組となったものと評価されており、制度見直し後  

においても施策が後退しないよう、それぞれの施策において、必要な措置を講ずるこ  

とされているところである。  
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（2）保健事業平成19年度計画について   

老人保健事業については、平成17年度以降、原則として、保健事業第4次計画の  

考え方に沿って単年度計画に基づき事業を実施していただいているところである。老  

人保健事業の最終年度となる平成19年度においても同様に実施していただくことを  

考えており、平成19年度予算案において所要の額を計上しているところである。   

現時点における計画案については、（別紙1）のとおりであり、正式な通知について  

は、政府予算の成立後、速やかにお示しすることとしているので、各都道府県におか  

れては、管内市区町村及び関係団体等に対する周知並びに適切な指導を行い、事業の  

円滑な実施に遺漏のないよう、特段の御配意をお願いしたい。   

なお、老人保健事業のこれまでの実績等については参考資料として添付するので、  

業務の参考としていただきたい。  

（3）肝炎ウイルス検診等の実施について   

老人保健事業における肝炎ウイルス検診等については、C型肝炎等緊急総合対策の  

一環として、平成14年度からの5ケ年計画として実施され、平成18年度が最終年  

度となっている。しかしながら、何らかの理由による未受診の者が相当程度存在する  

ものと推計されることから、老人保健事業の最終年度となる平成19年度においても、  

引き続き実施することとしており、平成19年度予算案において所要の額を計上して  

いるところである。   

現時点における実施方法等については（別紙2）のとおりであり、正式な通知につ  

いては、政府予算の成立後、速やかにお示しすることとしているので、各都道府県に  

おかれては、管内市区町村及び関係団体等に対する周知並びに適切な指導を行い、事  

業の円滑な実施に遺漏のないよう、特段の御配意をお願いしたい。  

（4）市町村が実施するがん検診の推進について   

がん検診については、昭和57年度に老人保健法に基づく市町村の事業として胃が  

ん検診、子宮頚部がん検診が開始され、その後、子宮休部がん検診、肺がん検診、乳  

がん検診、大腸がん検診が追加■拡充されてきたが、平成10年度に一般財源化され、  

それ以降は法律に基づかない市区町村独自の事業として整理された。現在、国では、  

これらのがん検診について、対象年齢、受診間隔等に関する標準的なガイドライン（が  

ん検診指針）を示しているところである。  
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昨年、「がん対策基本法」が制定され、本年4月から施行されることとなっていると  

ころである。同法においては、基本的な施策の柱の一つとして、第3章第1節におい  

て「がんの予防及び早期発見の推進」を掲げており、同法第12条及び第13条によ  

り、国及び地方公共団体は、がんの予防の推進、がん検診の質の向上、がん検診の推  

進のために必要な施策を講ずるよう求められているところである。   

また、市区町村が行うがん検診については、平成20年度以降、健康増進法に基づ  

く事業として実施される予定となっている。   

各都道府県におかれては、こうした状況を御理解の上、がんの予防及び早期発見の  

推進に積極的に取り組まれるとともに、管内市区町村に対する支援をお願いしたい。  

（5）マンモグラフイ  診遠隔診断支援モデル事業について   

市区町村が実施する乳がん検診については、死亡率減少効果の観点から対象年齢や  

実施方法等を検討し、平成16年4月から「がん検診指針」を改正し、マンモグラフ  

ィによる乳がん検診を原則とすることとしたところである。また、この改正を踏まえ、  

マンモグラフィによる乳がん検診の実施体制を整備するため、平成17年度及び平成  

1壬き年度の2ケ年でマンモグラフィ緊急整備事業を実施しているところである。  

「アンモグラフィ装置については、近年、デジタル方式のものが導入されてきており、  

読影診断の効率化が期待されている。このため、マンモグラフィによる乳がん検診の  

受診率の向上、乳がん検診の質の向上を図るため、平成18年度の補正予算において、  

デジタル式マンモグラフィ装置を用いた遠隔診断をモデル的に実施することとしたと  

ころである。   

具体的実施方法等については、実施要綱を定め、各都道府県等あて通知していると  

ころであり、各都道府県におかれては、管内関係機関への周知をお願いしたい。なお、  

本事業については、直接国において申請を受け付けるものであり、都道府県を経由す  

る事務等は発生しないので、その旨御留意願いたい。  

平成19年度新規事業について   （6）  

平成19年度の新規予算事業として、がん検診に関する下記の事業を実施すること  

としている。各事業の内容については下記のとおりであり、概要を（別紙3）のとお  

りまとめているので、遺漏のないようお願いしたい。なお、実施要綱等については、  

具体的な案が固まり次第お示しする。  
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ア がん検診実施体制強化モデル事業  

がん検診の精度管理に資するため、都道府県において、がん検診実施機関の名称、   

所在地、検診実施日や、受診者数、受診率、要精検率等の検診実績等のデータベース   

を構築する。また、都道府県のホームページに当該データを公表することにより、地   

域住民の検診受診の利便性の向上に寄与する。   

本事業の実施主体は都道府県を予定しており、モデル事業として10自治体程度の   

実施を予定している。  

イ マンモグラフィ検診従事者研修事業  

マンモグラフィによる乳がん検診の診断精度の向上に資するため、十分な知識・経   

験を修得させるための上級研修を実施する。  

本事業の実施主体は、都道府県、公益法人、NPO法人を予定している。  

ウ マンモグラフィ検診精度向上事業  

マンモグラフィによる乳がん検診の診断精度の向上に資するため、デジタル式マン   

モグラフィ装置を導入している検診機関に対し、コンピュータ診断支援システム（C   

AD：Computer－jhdedDetection）の導入の補助を実施する。   

補助の予定台数は、45台を見込んでいるところである。  

（7）がん検診に関する検討会Iこついて   

これまで、「がん検診に関する検討会」においては、乳がん、子宮がん及び大腸がん  

について、検診の実施方法や事業評価について検討し、中間報告がまとめられてきた  

ところである。   

本年度は、胃がんについて検診の実施方法や事業評価について、これまで3回にわ  

たり御議論いただいているところである。これまでの御議論の中では、受診間隔が2  

年に1度でもその効果は変わらないという推計があるとの意見がある一方で、受診間  

隔について議論するためには受診率の向上策を整えてから対応すべきとの御意見をい  

ただいているところである。また、精密検査については、胃部内視鏡検査を実施すべ  

きとの御意見がなされたところである。   

今後、これまでの御議論を踏まえ、年度内を目途に中間報告を取りまとめていただ  

くことを予定しており、内容がまとまりしだいお知らせすることとしている。   

なお、平成19年度においては肺がんについての検討を予定しているところであり、  

検討の開始に当たっては、ホームページを通じてお知らせしたいと考えている。  
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（8）その他  

ア 保健事業責負担金の過大交付の防止について   

保健事業責負担金については、平成18年度の会計検査院の実地検査において、市   

町村保健センター等において実施した基本健康診査において、本来、集団検診の単価   

を適用すべきところ、医療機関と委託契約したことをもって、「医療機関（一括方式）」   

の単価を適用したため、負担金を過大に交付した事例があった、との指摘を受けたと   

ころである。   

「医療機関（一括方式）」とは、委託した医療機関が、自らの医療機関において日時・   

場所を定めて自らの施設で実施する場合であるので、基準単価の適用について、管内   

市区町村に対し、改めて周知徹底をお願いしたい。  

イ 平成19年度保健事業責等国庫負担（補助）金交付基準単価について   

平成19年度における保健事業責等負担金の交付基準単価については、今年度中に   

連絡することとしているので御了知されたい。  

ウ 保健事業推進功労厚生労働大臣表彰について  

保健事業推進功労厚生労働大臣表彰については、平成10年4月6日老発第281   

号通知の別紙「保健事業推進功労厚生労働大臣表彰実施要綱」により実施していると   

ころであり、平成19年度においても10月に行う予定としている。   

平成19年度の被表彰候補団体の推薦依頼については、後日通知するので、よろし   

くお願いしたい。  
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